
今年は局地的な大雪に見舞われたかと思えば、一気に気温が上昇し、春の訪れを感じる日も

増えてきました。陽気で少しずつ気持ちも緩んできたときに突然の雪…という体調も崩しや

すい日も多い時期ですので、みなさんも十分お気をつけください。 

賃金計算は大変… 

昨年の11月号でも、賃金の計算について特集しましたが、 

労働時間の管理についての法律はみなさんご存知でしょうか？ 

各会社今までの慣例・慣習から様々な計算・管理方法をされています。 

今回は法律上、時間管理について、どのような取り決めがされているか、一緒に見てみましょう！ 

    労働時間の適正な把握のために使用者がすべきこと 

１）使用者自らが現認し、確認する。 

２）タイムカード、ICカード等（パソコン入力も含む）客観的な記録を基礎として 

確認し、記録する 

これ以外に、自己申告制による方法もありますが、原則としてこの２つになります。 

ほとんどの会社でタイムカードを利用しているケースが多いようです。 

タイムカード集計方法の注意点

１）労働時間は、1分単位で算定しなければならない。 

２）「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未 

満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げ 

る」端数処理が認められている。 

つまり、一日ずつで１0分単位、15分単位等で切り捨てることは認められておりま 

せん。 

      ※労働者に有利になる切り捨て、切り上げは違法とはなりません。 

海事協通信 



    某大手ファーストフード、飲食店チェーンでも一日ごとに端数を切り捨てたため、労働基 

準監督署から是正勧告を受け、未払い賃金代を数百万支払っております。 

    来年度から技能実習制度見直しとなった際、規制緩和と罰則強化が想定されています。 

今後の安定した経営・労務運用のため、一度自社の労務管理を再確認してはいかがでしょ

うか？ 

そこで!!

労務管理の見直し、賃金計算支援の一つとして、当組合ではタイムマネジメント型勤怠管 

理システム「シュキーン」をお勧めしております。 

IC カード等で出退勤登録が可能で、下記画面のように時間は全て自動集計されます。 

タイムカードの集計に費やした労力を省略できるだけでなく、賃金計算が正確なため、 

業務効率アップは間違いありません。 

参考画面 

煩わしい賃金計算・労務管理を正確に、効率を上げたいとのお悩み解決のため、 

今後各会社に配備できないか？を検討中です！ 

出勤、退勤するだけで自

動的に労働時間、時間

外、休憩時間も集計 

さまざまな設定も可能で

す！ 

労働状況をグラフにして表示

も可能。 

労働時間の多い従業員や、

残業時間の多い従業員を一

目で確認することができ、労

務管理がますます便利になり

ます。 



当組合旧正月の様子 
今年は 2 名の実習生が講習中に旧正月を

迎えました。その様子をご紹介!! 

今年はベトナムも併せ、3か国の料理でお

祝いしました。 

こちらは炸鸡翅。 

手羽元のから揚げです。

中国人指導員張雯さん

の力作！おいしそう！ 

実習生が作った餃子

は皮から手作り！ 

最近の若い実習生は

作れない人も多いよう

です。 

実習生は白菜を刻んで、

一生懸命餃子のネタを作

成中。 

おいしくできるかな？ 

ベトナム人指導員のフォ

ンさん。春巻きを揚げて

います。 

料理の腕前はいかに?! 

フォンさんが作ったバ

ナナとかぼちゃとココ

ナッツミルクの煮物で

す。美味!! 実はタイ

料理だそうです。 

春巻き完成!! 

海事協のセンターでベトナ

ム料理は初めてで、大好

評でした。 

サンマの塩焼きと、生

寿司も一緒に、３カ国

合同料理でテンショ

ンも上がりますね。 

ちなみに魚は発音が同じ“余”に

かけて「余裕がある」、レタスは

“生菜”→“生財”とかけて、お金

を生むようにという中国のならわ

しなんだとか。日本のおせち料

理と同じですね！ 

ごちそうさまでした!! 



         法律事務所便り  技能実習制度の見直しに向けて 

 ２０１５年１月３０日、「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同 

有識者懇談会」報告書が公表されました。今後報告書をもとに法案が作成され、２０ 

１５年度中の新制度移行が目指されています。 

 新たな制度では、実習生の送出国と日本政府との間で取り決めを結び、悪質な仲介 

団体を排除し、帰国後の実習生の状況調査に両国が協力することになります。 

   監理団体への監督が強化され、監理団体への立ち入り検査を行う管理機関が新たに立ち 

上げられます。 

不正行為への対応も重要です。不正行為があった監理団体や企業名が公表されるほか、 

   実習生の求めにより他の企業に移ることができる仕組みも設けられます。 

    監督は強化される一方で、優良な受入企業には現行の約２倍まで受け入れ人数の増加 

が認められる予定です。 

    これまで以上に優良監理団体や優良受入企業の差別化が図られることになりますから、 

いち早く法改正に対応する必要がありそうです。 

    新しい制度については、随時情報をお届けします。 

    あお葉法律事務所 弁護士 伊藤 絢子 

編集後記 

  いよいよ3月から、海事協で初のベトナム人実習生受入が始まります。 

  ベトナム人実習生の現地給料は日本円にして月給約20,000円前後です。8～10年ぐらい前 

の中国と同じ状況です。 

前評判では、性格が温厚で質も高く、中国人よりも付き合いやすいとの意見も聞こえてきます。

実際受け入れた場合はどうなのか、今からとても興味深いです。 

今後の実習生受入の流れを左右する大きな出来事ですので、どのような影響をもたらすのか、

みなさまにも随時海事協通信でご紹介していければと考えております。 

今回の編集担当は佐藤でした。 


